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公布された規則のあらまし 

 

 

◇宿日直手当支給規則の一部を改正する規則 

１ 宿日直手当が支給される場合を改めることにしました。 

２ この規則は、公布の日（平成27年３月13日）から施行することにしました。 

（平成27年大阪市規則第18号 人事室給与課） 

◇大阪市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 市営住宅附帯駐車場の使用料及び保証金の金額を定め、使用料の納付期限

を改めることにしました。 

２ この規則は、平成27年４月１日から施行することにしました。 

（平成27年大阪市規則第19号 都市整備局住宅部管理課） 

 

 

公布された規程のあらまし 

 

○寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定

○道路の位置指定

○建築基準法に基づく違反建築物に対する措置命令

○総合評価一般競争入札の執行（大阪市臨時福祉給付金支給事業

　等に関する労働者派遣業務）

○平成 25 年大阪市告示第 1694 号（民生委員・児童委員の定数）

　の廃止

○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている

　区域の指定

○土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染されている

　区域の指定

○放置自動車の処理

○道路法違反物件の除却

○大阪市収納代理金融機関及び大阪市収納取扱金融機関の店舗の

　追加指定

○消防法に基づく火災予防措置命令

○大阪市立美術館の臨時休館の承認

○大阪市立自然史博物館の臨時開館の承認

　公　告

○出資法人等の個人情報保護措置の実施状況の公表

○一般競争入札の執行（安田ほか２自転車保管所古自転車等の売

　払い等）

○一般競争入札の執行（古新聞等の売払い）
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◇大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程の一部を改

正する規程 

１ 交通局企業職員の平成27年３月の給料月額について、交通局長が本市交通

事業の経営状況その他の事情を考慮し相当の理由があると認める場合におけ

る特例額を定めました。 

２ この規程は、平成27年３月１日から施行することにしました。 

（平成27年大阪市交通事業管理規程第５号 交通局経営管理本部職員部労務課） 

◇大阪市交通局任期付企業職員の給与の特例に関する規程の特例に関する規程

の一部を改正する規程 

１ 交通局に勤務する特定任期付企業職員の平成27年３月の給料月額について、

交通局長が本市交通事業の経営状況その他の事情を考慮し相当の理由がある

と認める場合における特例額を定めました。 

２ この規程は、平成27年３月１日から施行することにしました。 

（平成27年大阪市交通事業管理規程第６号 交通局経営管理本部職員部労務課） 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる規則を公布する。 

宿日直手当支給規則の一部を改正する規則 

大阪市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

 

 

 

大阪市規則第18号 

宿日直手当支給規則の一部を改正する規則 

宿日直手当支給規則（平成３年大阪市規則第98号）の一部を次のように改正

する。 

 第５条中「場合とは」を「場合とは、部長級の職にある職員（危機管理室に

所属する者に限る。）」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

規      則 
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大阪市規則第19号 

大阪市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 大阪市営住宅条例施行規則（平成９年大阪市規則第61号）の一部を次のよう

に改正する。 

 目次中「第28条の７」を「第28条の９」に改める。 

 第28条の７を第28条の９とし、第28条の６を第28条の８とする。 

 第28条の５中「その月の６日（その」を「、１月から11月までの各月にあっ

てはその月の末日、12月にあっては翌年の１月４日（これらの」に改め、同条

を第28条の６とし、同条の次に次の１条を加える。 

（保証金） 

第28条の７ 条例第53条の10第１項の規定による保証金は、３月分の使用料に

相当する金額とする。 

 第28条の４の次に次の１条を加える。 

（使用料） 

第28条の５ 使用料の月額は、12,600円とする。ただし、別表第３の左欄に掲

げる駐車場の同表の中欄に掲げる数の区画の使用料の月額は、同表の右欄に

定める額とする。 

 第30条中「第28条の２」を「第28条の２、第28条の５及び第28条の７」に改

め、同条の表第６条第２項、第28条の３、第28条の５、第28条の６第２項ただ

し書及び第29条の項中「第28条の５、第28条の６第２項ただし書」を「第28条

の６、第28条の８第２項ただし書」に改め、同表第28条の６第１項の項中「第

28条の６第１項」を「第28条の８第１項」に改め、同表第28条の７の項中「第

28条の７」を「第28条の９」に改める。 

 別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第28条の５関係） 

名    称 区画数 使用料月額 

 

鴫野２ ２

円 

11,550 

加美長沢 １ 11,550 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程の一部を改

正する規程を公布する。 

  平成27年２月27日 

企 業 管 理 規 程 
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大阪市交通局長 藤本 昌信  

大阪市交通事業管理規程第５号 

   大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程 

の一部を改正する規程 

大阪市交通局企業職員の給与に関する規程等の特例に関する規程（平成26年

大阪市交通事業管理規程第24号）の一部を次のように改正する。 

附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 

２ 大阪市交通局長が本市交通事業の経営状況その他の事情を考慮し、経営見

通しの好転など相当の理由があると認める場合における給与規程別表第１か

ら別表第３までの規定の適用を受ける職員（再任用職員その他別に定める者

を除く。）の給料の月額は、平成27年３月分に限り、第１条の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を同条に定

める額に加えた額とする。この場合における第２条の規定の適用については、

同条中「前条」とあるのは「前条及び附則第２項」とする。 

 (1) 第１条第１号に掲げる職員   100,000円 

(2) 第１条第２号に掲げる職員   75,000円 

(3) 前２号に掲げる職員以外の職員 50,000円 

   附 則 

 この規程は、平成27年３月１日から施行する。 

（平27.２.27掲示済） 

 

 

 

大阪市交通局任期付企業職員の給与の特例に関する規程の特例に関する規程

の一部を改正する規程を公布する。 

  平成27年２月27日 

大阪市交通局長 藤本 昌信  

大阪市交通事業管理規程第６号 

   大阪市交通局任期付企業職員の給与の特例に関する規程の特例に 

関する規程の一部を改正する規程 

大阪市交通局任期付企業職員の給与の特例に関する規程の特例に関する規程

（平成24年大阪市交通事業管理規程第20号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

４ 大阪市交通局長が本市交通事業の経営状況その他の事情を考慮し、経営見

通しの好転など相当の理由があると認める場合における規程第２条第１項に

規定する特定任期付企業職員（別に定める者を除く。）の給料の月額は、平

成27年３月分に限り、第１条の規定にかかわらず、同条に定める額に100,000

円を加えた額とする。この場合における第２条の規定の適用については、同

条中「前条」とあるのは「前条及び附則第４項」とする。 

   附 則 
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 この規程は、平成27年３月１日から施行する。 

（平27.２.27掲示済） 

 

 

 

 

 

 

大阪市告示第299号 

次のとおり落札者等について公示する。 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

[掲載順序] 

◎契約担当（所在地） 

①調達件名、数量及び調達方法 ②契約方式 ③落札決定日（随意契約の場

合は契約日） ④契約相手方 ⑤落札金額（随意契約の場合は契約金額） 

⑥入札公告日又は公示日 ⑦随意契約の場合はその理由 

◎経済戦略局総務部総務課（大阪市住之江区南港北２丁目１番10号 ＡＴＣビ

ルＯ’ｓ棟南館４階） 

①朝鮮通信使資料（大阪歴史博物館）買入 ②随意 ③平成26年12月19日 

④公益財団法人大阪市博物館協会（大阪市中央区大手前４丁目１番32号） 

⑤ 193,300,000円 ⑦政府調達に関する協定第15条第１項(b) 

（経済戦略局総務部総務課） 

 

 

 

大阪市告示第300号 

次のとおり落札者等について公示する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

[掲載順序] 

◎契約担当（所在地） 

①調達件名、数量（予定数量）及び調達方法 ②契約方式 ③落札決定日（随

意契約の場合は契約日） ④落札者（随意契約の場合は契約相手方） ⑤落

札金額（随意契約の場合は契約金額） ⑥入札公告日又は公示日 ⑦随意契

約の場合はその理由 

◎契約管財局契約部契約制度課（大阪市港区弁天１丁目２番１－1300号） 

①電子調達システムサーバ機器等長期借入【再リース】 ②随意 ③平成27

年２月６日 ④三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社（東

京都港区芝浦１丁目２番３号） ⑤38,040,894円 ⑦政府調達に関する協定

告      示 
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第15条第１項(b) 

（契約管財局契約部契約制度課） 

 

 

 

大阪市告示第301号 

 次のとおり落札者等について公示する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

[掲載順序] 

◎契約担当（所在地） 

 ①調達件名、数量（予定数量）及び調達方法 ②契約方式 ③落札決定日（随

意契約の場合は契約日） ④落札者（随意契約の場合は契約相手方） ⑤落

札金額（随意契約の場合は契約金額） ⑥入札告示日又は公示日 ⑦随意契

約の場合はその理由 

◎建設局総務部経理課（大阪市住之江区南港北２丁目１番10号 ATCビルITM棟

６階） 

①住之江抽水所で使用する電気（その３） 2,388,847kWh ②一般 ③平成

27年１月16日 ④(株)F-Power （東京都港区六本木一丁目８番７号） ⑤ 

49,254,977円 ⑥平成26年11月７日 

（建設局総務部経理課） 

 

 

 

大阪市告示第302号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、次

のとおり指定管理者を指定したので、大阪市公会堂条例（昭和26年大阪市条例

第73号）第15条前段の規定に基づき公告する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 施設の名称 

  大阪市中央公会堂 

２ 指定管理者 

東京都千代田区永田町２丁目13番５号 

  サントリーパブリシティサービスグループ 

構成員 サントリーパブリシティサービス株式会社 

一般財団法人 大阪市教育振興公社 

３ 指定の期間 

  平成27年４月１日から平成32年３月31日まで 

（経済戦略局文化部文化課） 
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大阪市告示第303号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、大

阪市設住吉霊園ほか４施設について、次のとおり指定管理者を指定したので、

大阪市設霊園条例（昭和24年大阪市条例第32号）第20条の24の規定により公告

する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 施設の名称 

  大阪市設住吉霊園 

  大阪市設千躰霊園 

  大阪市設平野霊園 

  大阪市設松原霊園 

  大阪市立加美霊園 

２ 指定管理者 

  大阪市中央区南船場１－16－13 

  一般財団法人環境事業協会 

３ 指定期間 

  平成27年４月１日から平成31年３月31日まで 

（環境局事業部事業管理課） 

 

 

 

大阪市告示第304号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、大

阪市立扇町通地下駐車場及び大阪市立靱地下駐車場について、次のとおり指定

管理者を指定したので、大阪市立駐車場条例（昭和40年大阪市条例第63号）第

19条前段の規定に基づき公告する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 指定管理者 

  大阪市西淀川区柏里２丁目４番１号 

  野里電気工業株式会社 

２ 指定の期間 

  平成27年４月１日から平成31年３月31日まで 

（建設局管理部管理課） 
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大阪市告示第305号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、大

阪市立大阪駅前地下駐車場、大阪市立安土町地下駐車場及び大阪市立谷町筋地

下駐車場について、次のとおり指定管理者を指定したので、大阪市立駐車場条

例（昭和40年大阪市条例第63号）第19条前段の規定に基づき公告する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 指定管理者 

  東京都千代田区有楽町２丁目７番１号 

  タイムズ２４株式会社 

２ 指定の期間 

  平成27年４月１日から平成31年３月31日まで 

（建設局管理部管理課） 

 

 

 

大阪市告示第306号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、大

阪市立長堀通地下駐車場、大阪市立東長堀地下駐車場、大阪市立東長堀バス駐

車場及び大阪市立長堀バス駐車場について、次のとおり指定管理者を指定した

ので、大阪市立駐車場条例（昭和40年大阪市条例第63号）第19条前段の規定に

基づき公告する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 指定管理者 

  東京都千代田区有楽町２丁目７番１号 

  タイムズ２４株式会社 

２ 指定の期間 

  平成27年４月１日から平成31年３月31日まで 

（建設局管理部管理課） 

 

 

 

大阪市告示第307号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、次

のとおり指定管理者を指定したので、大阪港スポーツアイランド施設条例（平

成６年大阪市条例第26号）第24条前段の規定に基づき公告する。 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  
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施設の名称 指定管理者 指定の期間 

舞洲運動広場

大阪市東住吉区長居公園１丁目１番

一般社団法人 セレッソ大阪スポー

ツクラブ 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

舞洲野球場 

大阪市中央区北浜４丁目１番23号 

ミズノグループ 

 構成員 

  美津濃株式会社 

  南海ビルサービス株式会社 

  日本パナユーズ株式会社 

  株式会社ウエルネスサプライ 

平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

（港湾局総務部監理調整担当） 

 

 

 

大阪市告示第308号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、次

のとおり指定管理者を指定したので、大阪市港湾施設条例（昭和39年大阪市条

例第76号）第25条前段の規定に基づき公告する。 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

施設の名称 指定管理者 指定の期間 

大阪港咲洲トンネル 

大阪市中央区久太郎町４丁目１番３号 

阪神高速グループ連合体 

 構成員 阪神高速道路株式会社 

     阪神高速技術株式会社 

阪神高速パトロール株式会社

平成27年４月１日

から平成32年３月

31日まで 

（港湾局計画整備部施設管理担当） 

 

 

 

大阪市告示第309号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、大

阪市立城東区民ホールについて、次のとおり指定管理者を指定したので、大阪

市コミュニティ振興施設条例（昭和40年大阪市条例第50号）第20条前段の規定

に基づき公告する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  
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施設名 指定管理者 指定の期間 

大阪市立城東区民ホール 大阪市西区京町堀一丁目４番16号 

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

平成27年４月１

日から平成28年

３月31日まで 

（城東区役所市民協働課） 

 

 

 

大阪市告示第310号 

大阪城天守閣について、大阪城天守閣条例（昭和24年条例第59号）第６条第

２項により読み替えられた第５条第２項の規定に基づき、次のとおり供用時間

の変更を承認したので、第６条第２項の規定により読み替えられた第５条第３

項の規定に基づき告示する。 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

月 日 供 用 時 間 

平成27年３月21日（土・祝）から 

４月５日（日）まで 
午前９時から午後７時まで 

平成27年４月25日（土）から 

５月10日（日）まで 
午前９時から午後６時まで 

（経済戦略局文化部文化課） 

 

 

 

大阪市告示第311号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき

大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとお

り公告する。 

 平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 届出の概要 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）ライフ阿波座駅前店 

大阪市西区西本町３丁目41他 

(2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名 

株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 

東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 

(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに
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法人にあっては代表者の氏名 

株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 

東京都中央区日本橋本町３丁目６番２号 

(4) 大規模小売店舗の新設をする日 

平成27年10月27日 

(5) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

2,089㎡ 

(6) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

① 駐車場の位置及び収容台数 

位置 収容台数 

建物地下１階西側 14台 

建物１階東側（自動二輪車） ２台 

合計 16台（うち自動二輪車２台） 

② 駐輪場の位置及び収容台数 

位置 収容台数 

建物１階北側 32台 

建物１階西側 38台 

建物１階北側（原動機付自転車） ８台 

合計 78台（うち原動機付自転車８台） 

③ 荷さばき施設の面積 

66㎡ 

④ 廃棄物等の保管施設の容量 

    10.0㎥ 

(7) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社ライフコーポレーション 午前７時 翌午前２時 

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前６時30分から翌午前２時30分 

 ③ 駐車場の自動車の出入口の数 

    １箇所 

  ④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

    午前６時から午後９時 

２ 届出年月日 

  平成27年２月26日 

３ 届出及び添付書類の縦覧 
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(1) 縦覧に供する場所 

① 大阪市経済戦略局産業振興部地域産業課 

    大阪市住之江区南港北２丁目１番10号 ＡＴＣビルＯ’s棟南館４階 

  ② 大阪市西区役所市民協働課 

大阪市西区新町４丁目５番14号 大阪市西区役所４階 

(2) 期間 

平成27年３月13日（金）から同年７月13日（月）まで（日曜日、土曜日

及び祝日その他の大阪市の休日を除く。） 

(3) 時間 

午前９時30分から午後５時まで 

４ 大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定による意見書の提出期限及び提

出先 

(1) 提出期限 

平成27年７月13日（月） 

(2) 提出先 

上記３(1)に同じ 

（経済戦略局産業振興部地域産業課） 

 

 

 

大阪市告示第312号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき

大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第６条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

１ 届出の概要 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル 

大阪市北区茶屋町１番27号 

(2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名 

三井住友信託銀行株式会社 代表取締役 常陰 均 

東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 

(3) 変更事項 

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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 （変更前） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社エービーシー・マート 午前11時 午後９時 

エイチ・アンド・エムヘネス・

アンド・マウリッツ・ジャパン

株式会社 

午前11時 午後９時 

株式会社ＯＰＡ 午前11時 午後９時 

（変更後） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社エービーシー・マート 午前11時 午後９時 

エイチ・アンド・エムヘネス・

アンド・マウリッツ・ジャパン

株式会社 

午前11時 午後９時 

株式会社ＯＰＡ 

午前11時 午後９時 

午前８時30分 午後10時30分（注１） 

午前10時 午後10時（注２） 

（注１）午前８時30分開店、午後10時30分閉店とするのは一部区画の店

舗のみ 

（注２）午前10時開店、午後10時閉店とするのは一部区画の店舗のみ 

(4) 変更年月日 

平成27年２月27日 

２ 届出年月日 

  平成27年２月26日 

３ 届出書類の縦覧 

(1) 縦覧に供する場所 

大阪市経済戦略局産業振興部地域産業課 

大阪市住之江区南港北２丁目１番10号 ＡＴＣビルＯ＇ｓ棟南館４階 

(2) 期間 

平成27年３月13日（金）から同年７月13日（月）まで（日曜日、土曜日

及び祝日その他の大阪市の休日を除く。） 

(3) 時間 

午前９時30分から午後５時まで 

４ 大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定による意見書の提出期限及び提

出先 

(1) 提出期限 

平成27年７月13日（月） 

(2) 提出先 

上記３(1)に同じ 

（経済戦略局産業振興部地域産業課） 
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大阪市告示第313号 

 大阪市個人情報保護条例施行規則（平成７年大阪市規則第69号）第25条第１

項の規定により、市長が定める法人又は団体を次のとおり告示する。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下    徹  

法 人 名 所 在 地 

（公財）大阪国際交流センター 天王寺区上本町８丁目２番６号 

（株）大阪城ホール 中央区大阪城３番１号 

（公財）大阪市博物館協会 中央区大手前４丁目１番32号 

（公財）大阪科学振興協会 北区中之島４丁目２番１号 

（一財）大阪国際経済振興センター 住之江区南港北１丁目５番102号 

アジア太平洋トレードセンター（株） 住之江区南港北２丁目１番10号 

（株）大阪市開発公社 中央区船場中央２丁目３番６‐401号 

（一財）大阪市男女共同参画のまち創生協会 天王寺区上汐５丁目６番25号 

（株）湊町開発センター 浪速区湊町１丁目４番１号 

（一財）大阪市環境保健協会 中央区大手前２丁目１番７号 

（公財）大阪市救急医療事業団 西区新町４丁目10番13号 

大阪市住宅供給公社 北区天神橋６丁目４番20号 

大阪地下街（株） 北区小松原町２番４号 

クリスタ長堀（株） 中央区南船場４丁目長堀地下街８号 

（一財）都市技術センター 中央区船場中央２丁目２番５‐206号 

大阪港埠頭（株） 住之江区南港北２丁目１番10号 

大阪港埠頭ターミナル（株） 港区港晴５丁目１番12号 

大阪港木材倉庫（株） 住之江区平林南１丁目１番50号 

（株）大阪港トランスポートシステム 住之江区南港東４丁目10番108号 

大阪シティバス（株） 西区九条南２丁目34番３号 

（株）大阪メトロサービス 西区九条南２丁目34番３号 

（株）大阪水道総合サービス 中央区大手前１丁目７番31号 

（一財）大阪市教育振興公社 中央区船場中央４丁目１番10‐203号 

（公財）大阪国際平和センター 中央区大阪城２番１号 

（社福）大阪市社会福祉協議会 天王寺区東高津町12番10号 

※ 平成26年10月１日現在 

（市民局ダイバーシティ推進室人権企画課） 
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大阪市告示第314号 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、

特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、次のとおり公告する。 

なお、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活

動予算書については、申請書を受理した日から２か月間、大阪市市民局区政支

援室市民活動支援担当において、公衆の縦覧に供する。 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

申請に係る特定非営利活動法人に係る事項 

申請のあった年月日 平成27年１月27日 

申請書を受理した日 平成27年２月23日 

名 称 ＮＰＯ法人大阪司法被害者連絡会 

代 表 者 の 氏 名 早瀬 博 

主たる事務所の所在地 大阪市西成区太子２丁目１番２号 

定款に記載された目的 会設立まで、我が国においては司法権力者から受

けた被害を集約する当事者機関が存在をしなかっ

た。 

そのために、多くの被害者は連帯をする機会もな

く、個別に闘い、あるいは泣き寝入りを余儀なく

された。 

ここに、被害者が当事者となって互いに支えあい、

また新たに生み出される被害者の状況把握と、そ

の救援活動をおこなう組織の誕生を宣言する。 

私たちは、司法権力者に奪われ、蹂躙された人権

を回復しその保持をめざす。（日本国憲法第12条

前段 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、

国民の不断の努力によって、これを保持しなけれ

ばならない。） 

現在、警察行政や刑事収容施設（拘置所・刑務所

等）で市民が違法行為を受けている事例が存在す

るため、社会から当該行為の被害者への支援が必

要とされているので、当該被支援者の国籍・年齢

・性別等を問わずこれを支援し、実態を世界へ発

信する。 

また、刑事収容施設（拘置所・刑務所等）からの

出所者の再犯率が高い一因として、社会での生活

基盤が脆弱であることを鑑み、当該出所者への適

切な社会復帰への生活再建を支援する。 

上記の被支援者には少なからずの比率で薬物依存
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者等が含まれるため、その治療をうながす支援を

おこなう。 

さらに、人権擁護活動全般を担保する為、平和活

動・地域貢献活動をおこなう他団体等と連携する。 

以上の事をもって明るい社会の実現の一助となる

ことを事業の目的とする。 

申請のあった年月日 平成26年12月26日 

申請書を受理した日 平成27年２月24日 

名 称 特定非営利活動法人Ｈａｐｐｙ Ｆａｍｉｌｙ 

Ｃｏｍｐａｎｙ 

代 表 者 の 氏 名 松尾 有加 

主たる事務所の所在地 大阪市北区国分寺２丁目２番41号 

定款に記載された目的 この法人は、次世代を担う若者の健全な育成およ

びその手法の確立を目指し、次世代を担う若者を

主とした不特定多数の人に対して、個人の自立を

促進する環境を提供するとともに、それらと企業

および政府・地方公共団体との協働を図ることで、

広く社会全体の利益を増進するための教育手法の

確立に寄与することを目的とする。 

（市民局区政支援室市民活動支援担当） 

 

 

 

大阪市告示第315号 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、

特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったので、次のとおり公告

する。 

なお、申請書に添付された定款、事業計画書及び活動予算書については、申

請書を受理した日から２か月間、大阪市市民局区政支援室市民活動支援担当に

おいて、公衆の縦覧に供する。 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

申請に係る特定非営利活動法人に係る事項 

申請のあった年月日 平成27年２月２日 

申請書を受理した日 平成27年２月24日 

名 称 特定非営利活動法人Ｈｏｍｅｄｏｏｒ 

代 表 者 の 氏 名 川口 加奈 

主たる事務所の所在地 大阪市北区中崎西１－４－22 梅田東ビル207 

定款に記載された目的 この法人は、経済的貧困や社会的孤立を抱えてい
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る人、特に、ホームレスの人又はホームレスにな

るおそれのある人で自ら生活を向上させていこう

という意思のある者（以下「生活困窮者等」とい

う）に対し、日常生活及び就労における支援事業

を通じて、その生活の向上、地域における人間関

係の再構築及び職業能力の開発を行う。また、そ

の適性や能力をいかした地域の環境整備事業やま

ちづくり事業を通じて、その雇用機会を拡充する

と同時に、誰もが住みやすいまちづくりの推進に

寄与する。また、ホームレスを生み出す社会構造

を見直し、誰もがホームレスにならずに安定した

生活を営むことのできる社会を実現するため、広

く啓発事業及び学習事業を行い、共に生きる社会

の基盤を構築する。 

（市民局区政支援室市民活動支援担当） 

 

 

 

大阪市告示第316号 

特定非営利活動促進法(平成10年法律第７号)第44条第１項の規定により、認

定特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）として認定したので、同法第49条第

２項の規定に基づき、次のとおり公示する。 

平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  

名     称 
特定非営利活動法人福祉医療建築の連携による住

居改善研究会 

代 表 者 の 氏 名 馬場 昌子 

主たる事務所の所在地 大阪市中央区平野町１丁目２－３ 

認 定 の 有 効 期 間 自平成27年２月20日 

至平成32年２月19日 

定款に記載された目的 

高齢者や障害者が自宅において安全で快適な生活

を営むには、福祉、医療、保健、建築など関連す

る職種、職能の専門家が連携して、住い方や福祉

サービスの利用などのソフトの面および住宅の改

造などのハードの面を合せた住居改善の活動に取

組むことが重要である。高齢者、障害者が安全で

快適な社会生活を送ることができるかどうかは、

基本的人権に関わる問題ととらえ、各分野の専門

家が連携して住居改善についての活動ならびに関
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連する活動に取組むことにより、多くの人たちの

福祉の増進に寄与することを本会の目的とする。 

（市民局区政支援室市民活動支援担当） 

 

 

 

大阪市告示第317号 

 平成27年２月24日開議の市会本会議において認定を経た決算の要領は、次の

とおりである。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  
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（財政局財務部財務課） 
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大阪市告示第318号 

 平成27年２月24日開議の市会本会議の議決を経た予算の要領は、次のとおり

である。 

  平成27年３月13日 

大阪市長  橋 下   徹  
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